
お盆期間中のごみ処理について 

 

 

 

         

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

※燃えるごみ以外を持ち込まれる場合は、必ず庄原市指定のごみ袋に入れてください。 

（粗大ごみ、 紙類以外） 

 

ごみの分別については「ごみの分け方ガイド」および「家庭ごみの正し

い出し方」をご参照ください。 
 

 

 

 

 

 

No．5 

【連絡先】 

 

庄原市環境建設部 

環境政策課 

 

し尿の収集について 

お盆前は収集希望日が重なり混み合います。早めにお申し込みください。 

お申し込みは収集業者へ直接依頼してください。 

 

●  処理手数料  ● 

月曜日～金曜日（祝日を除く。）及び
第２・第４日曜日　9時～16時　（12時～
13時の持ち込みはできません。）
*8/11は祝日のため、お休みします。

東
城
地
域

燃えるごみ

燃えるごみ以外

東城クリーンセンター
〒729-5122　庄原市東城町久代6671-2
TEL（0824）2-0214

指定袋なし

60円/10kg無料

80円/10kg 140円/10kg

家庭ごみ

事業ごみ

指定袋使用

持ち込めるごみ 施設名称地域

東
城
地
域
を
除
く

燃えるごみ以外

燃えるごみ
備北クリーンセンター
〒727-0016　庄原市一木町266-2
TEL（0824）72-2044

持ち込める日時

月曜日～金曜日（祝日を除く。）及び
第２・第４日曜日　9時～16時　（12時～
13時の持ち込みはできません。）
*8/11は祝日のため、お休みします。

月曜日～金曜日（祝日を除く。）及び
第２・第４日曜日　9時～15時　（12時～
13時の持ち込みはできません。）
*8/11は祝日のため、お休みします。

リサイクルプラザ
〒727-0003　庄原市是松町20-25
TEL（0824）72-1398



●生活排水の分類と一日一人当たりの負荷割合 

環境省パンフレットより引用 

 

不法投棄は法律（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16条）で禁止されています。 

 違反すると、個人の場合、5 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金に処せられます（懲役と罰金が併

科されることもあります）。 

 不法投棄は衛生面や景観など様々な問題を引き起こします。また同時に、不法投棄はモラル（倫理）の問題で

あり、規模の大小にかかわらず許される行為ではありません。 

 不法投棄を根絶し、住み良いまちをつくりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
～～あなたも当事者。生活排水が河川や湖沼、海の水を汚しています～～ 

 

生活排水とは、台所、トイレ、風呂、洗濯など 

の日常生活からの排水のことです。一人が一日に 

使う水の量は約２５０ℓにのぼります。 この 

うち、トイレの排水を除いたものを生活雑排水 

といいます。 

＊今日から実行できる！対策メニュー＊ 

台所では 

・米のとぎ汁は養分を含んでいるので、肥料として植木の水やりに活用しましょう。 

・食器を洗う前に油汚れなどは拭き取りましょう。 

・残った油は継ぎ足して使ったり、炒めものに使うなど、できるだけ捨てない努力をしましょう。 

お風呂では 

・髪の毛などは排水口に目の細かいネットを張って、取り除きましょう。 

・お風呂の残り湯は洗濯に使いましょう。（温水なので、汚れ落ちがよくなります。） 

洗濯では 

・くず取りネットを取り付けて、細かいごみを取りましょう。 

・洗剤は計量スプーンで計り、適量を守りましょう。 

 

 

 

 

環境標語（平成 28 年度環境啓発ﾎﾟｽﾀｰ・標語コンクール 優秀賞） 

粗大ゴミ 山にすてずに リサイクル 

東小学校  秋山 修己 

*不法投棄を発見した場合には、市 環境政策課まで 

ご連絡ください。 

　

生活排水

BOD (43ｇ)
生活雑排水

約70%（30g）

し尿　　　　　　　　約30%　（13g）

台所からの排水　約40%　（17g）

風呂からの排水　約20%　（9g）

洗濯からの排水その他　約10%　（4g）

BODとは…           
水の汚れの度合

いを表す指数とし

て、どのくらい水

中の酸素を使うか

を表すもの



 

 

 

  


